
七飯町要綱第１１号 
 

七飯町廃棄物処理施設設置に係る手続きに関する指導要綱 
 （目的） 
第１条 この要綱は、国及び地方公共団体以外の事業者が行う廃棄物の処理施設の設置に

対する指導について必要事項を定め、廃棄物の適正な処理を推進し、もって地域におけ

る生活環境保全に資することを目的とする。 
 （定義） 
第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 
（１） 廃棄物処理施設 次に掲げる施設をいう。 
 ア 最終処分場 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００

号。以下「令」という。）第５条第２項及び令第７条第１４号に規定する処理施設 
 イ 焼却施設 令第５条第１項に規定する焼却施設ならびに令第７条第３号、第５号、

第８号、第１２号及び第１３号の２に規定する処理施設 
 ウ 中間処理施設 令第５号第１項（焼却施設を除く。）ならびに令第７条第１号、第２

号、第４号、第６号、第７号、第８号の２、第９号から第１１号、第１２号の２及び

第１３号に規定する処理施設 
 エ その他処理施設 アからウに掲げる以外の処理施設で、廃棄物の処分の用に供する

もの（事業者等自らが排出する廃棄物の処分の用に供するものを除く。） 
  オ  積替え・保管施設 廃棄物の積替えまたは保管を行う施設 
（２） 廃棄物処理施設の設置 廃棄物処理施設を新たに設置することをいう。 
（３） 事業者 廃棄物処理施設の設置をしようとする者をいう。 
（４） 関係住民 次に掲げる者をいう。 
ア 事業計画に係る敷地の境界に接する土地の所有者及び当該土地を使用する権原を有

している者 
イ 事業計画に係る敷地を区域に含む町内会等 
ウ 事業計画に係る敷地の境界から概ね５００メートルの距離の範囲内の居住者、町内

会及び事業活動を営む者 
エ  事業計画に係る実施に伴って生活環境に著しい影響を受けると認められる者 
（５） 関係地域 関係住民が居住する地域をいう。 
 （町の責務） 
第３条  町は、事業者に対し、廃棄物処理施設の設置に関し、地域における生活環境保全
上の配慮を求めるとともに必要な指導、助言を行い関係住民の廃棄物処理施設の設置に

対する不安を解消するよう努めるものとする。 
 （事業者の責務）  



第４条  事業者は、廃棄物処理施設の設置にあたり、この要綱に定める事項を遵守すると
ともに、地域における生活環境保全上必要な措置を講じるよう努めなければならない。 
 （立地基準の遵守）  
第５条 事業者は、廃棄物処理施設の設置にあたっては廃棄物処理施設の立地について別

に定める「廃棄物処理施設の立地に関する基準」を遵守しなければならない。 
（事業計画書の提出） 
第６条 事業者は、次に掲げる事項を定めた事業計画書（様式第１号。以下「事業計画書」

という。）を町長に提出しなければならない。 
（１） 廃棄物処理施設の設置の目的又は設置を必要とする理由 
（２） 廃棄物処理施設の種類及び当該施設において処理する廃棄物の種類 
（３） 廃棄物処理施設の設置場所 
（４） 廃棄物処理施設の処理能力 
（５） 廃棄物処理施設の処理方式、構造及び設備の概要 
（６） 生活環境保全のための措置及びその結果期待される効果 
（７） 事業を実施するにつき必要な他の法令の許可等の種類 
（８） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 
２ 前項の規定による事業計画書の提出は、廃棄物処理施設の設置に係る次に掲げる手続

きの前にしなければならない。 
（１） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」とい

う。）第７条第１項及び第６項、第７条の２第１項、第８条第１項、第９条第１項、

第１４条第１項及び第６項、第１４条の２第１項、第１４条の４第１項及び第６項、

第１４条の５第１項、第１５条第１項並びに第１５条の２の５第１項に規定する許可

の申請 
（２） 法第７条の２第３項（法第１４条の２第３項及び第１４条の５第３項において準

用する場合を含む）に規定する届出 
（周知計画書の提出） 
第７条 事業者は、事業計画書と併せて、次に掲げる事項を定めた周知計画書（様式第２

号。以下「周知計画書」という。）を町長に提出しなければならない。 
（１） 次条の規定による広告及び縦覧に関する事項 
（２） 第９条第１項の規定による説明会の開催に関する事項 
（３） 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 
（広告及び縦覧） 
第８条 事業者は、事業計画書及び周知計画書を提出したときは、速やかに、次に掲げる

事項を広告し、当該事業計画書の写しを当該広告の日から起算して３０日間関係住民の

縦覧に供しなければならない。 
（１） 事業者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人に 



あっては、その代表者の氏名 
（２） 事業計画書を作成した旨 
（３） 事業計画書の写しの縦覧の場所及び期間 
（４） 次条の規定による説明会の場所及び日時 
（５） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 
２ 前項の規定による広告は、次の各号のいずれかに該当する方法により行わなければな

らない。 
（１） 関係住民への印刷物の配布 
（２） 関係地域の公共の場所の掲示板への掲示 
（３） 日刊新聞紙への掲載 
（４） 前３号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法 
３ 第１項の規定による縦覧（以下「縦覧」という。）は、関係地域内に縦覧の場所を設け

て行わなければならない。ただし、関係地域内に適当な縦覧の場所がない場合にあって

は、関係地域の周辺の地域（以下「周辺地域」という。）において縦覧の場所を設けて行

うことができる。 
４ 事業者は、縦覧場所に縦覧簿を備え付け、縦覧に供された事業計画書を縦覧する者に

対し、氏名、住所その他必要な事項を縦覧簿に記載するよう求めなければならない。 
（説明会の開催） 
第９条 事業者は、関係住民に対して事業計画書の内容を周知させるための説明会（以下

「説明会」という。）を開催しなければならない。 
２ 説明会は、関係地域内において開催しなければならない。ただし、関係地域内に説明

会を開催する適当な場所がない場合にあっては、周辺地域において開催することができ

る。 
３ 事業者は、説明会において、関係住民に対し、事業計画書の内容を平易に記載した書

類及び図面を配布し、事業計画書の内容を具体的かつ平易に説明するよう努めるととも

に、次条第１項に規定する意見書を提出することができることを説明しなければならな

い。 
（関係住民の意見書の提出） 
第１０条 事業者は、事業計画書の内容に対する地域における生活環境の保全上の見地か

らの意見を提出しようとする関係住民に対して、次に掲げる事項を記載した意見書（様

式第３号。以下「意見書」という。）を町長及び当該事業者に提出するよう求めるものと

する。 
（１） 意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
（２） 事業計画書の内容に対する地域における生活環境の保全上の見地からの意見 
２ 事業者は、関係住民から意見書が提出された場合は、誠意をもって対応しなければな



らない。 
（実施状況報告書の提出） 
第１１条 事業者は、第８条第１項の規定により説明会を開催したときは、その実施状況

についての報告書（様式第４号）を町長に提出しなければならない。 
２ 前項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
（１） 開催日時 
（２） 開催場所 
（３） 対象地域 
（４） 参加した者の氏名及び住所 
（５） 説明会の経過及び概要 
（６） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 
３ 第１項に規定する報告書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 
（１） 説明会で配布した書類及び図面 
（２） 第７条の規定による広告の日の翌日から起算して４５日を経過する日（同条の規

定による縦覧の期間の満了の日までに説明会が終了しない場合にあっては、説明会

が終了した日の翌日から起算して２週間を経過する日）までに町長及び事業者に提

出された意見書に対する見解を記載した書類 
（３） 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面 
  （関係住民の同意） 
第１２条  最終処分場及び焼却施設の事業者は、関係住民（第２条第４号アからウに限る。）
の同意を書面により、また、中間処理施設、その他処理施設及び積替え・保管施設の事

業者は、関係住民（第２条第４号ア及びイに限る。）の同意を書面若しくはその他の方法

により得なければならない。 
２  事業者は、前項の規定に基づく関係住民の同意が得られない場合にあっては、同意が
得られない理由を記した書面を町長に提出しなければならない。 
３ 町長は、前項の書面の提出があったときは、関係住民から意見の聴取を行い、町長が

必要と認めるときは事業者に対して事業内容及び環境影響調査等の補正（以下「事業内

容等の補正」という。）を行わせるものとする。 
４ 事業者は、事業内容等の補正を終えたときは、速やかに関係住民に対して説明会を開

催し、事業内容等の補正について説明をしなければならない。 
 （協定の締結）           
第１３条 最終処分場及び焼却施設の事業者は、町長及び関係住民（関係住民から生活環

境の保全に関して協定の締結の求めがあったときに限る。）と廃棄物処理施設の設置及び

維持管理に関し、周辺環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、協定を締結するもの

とする。 
２ 前項に規定する協定の内容については、協定の締結をする者の協議により定めるもの



とする。 
 （指導又は助言） 
第１４条 町長は、事業計画書の内容に対する関係住民の意見を十分に考慮し、廃棄物処

理施設の設置が地域における生活環境の保全上支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある

と認めるときは、事業者に対し、必要な指導又は助言を行うものとする。 
（事業計画書及び周知計画書の変更の届出等） 
第１５条 事業計画書及び周知計画書を提出した事業者は、事業計画書で定めた事項を変

更しようとするときは事業計画変更届（様式第５号）を、周知計画書で定めた事項を変

更しようとするときは周知計画変更届（様式第６号）を町長に提出しなければならない。 
２ 第６条から第１１条までの規定は、第６条第２項各号に掲げる手続をするまでの間に

おいて、事業計画書で定めた事項の変更（公害防止設備の改善その他町長が生活環境の

保全上支障がないと認める変更を除く。）をする場合について、同条の規定により報告書

を提出するまでの間において、周知計画書で定めた事項の変更（説明会に配布する書類

若しくは図面の変更又は周知が更に図られると町長が認める変更を除く。）をする場合に

ついて準用する。 
（事業計画の廃止の届出等） 
第１６条 事業計画書を提出した事業者は、廃棄物処理施設の設置をしないこととしたと

きは、事業計画廃止届（様式第７号）を町長に提出しなければならない。 
２ 事業計画書を提出した事業者は、前項の届出をしたときは、速やかに、次に掲げる事

項を広告しなければならない。 
（１） 事業者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人に

あっては、その代表者の氏名 
（２） 廃棄物処理施設を設置しないこととした旨 
（３） 設置しないこととした廃棄物処理施設に係る事業計画書の概要 
３ 第８条第２項の規定は、前項の広告について準用する。 
（報告の徴収） 
第１７条 町長は、この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な限度において、

事業者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。 
（勧告） 
第１８条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事業者に対し、必要な措置をとること

を勧告することができる。 
（１） 第６条、第７条、第８条（第１６条第３項において準用する場合を含む。）、第９

条、第１１条（第１５条第２項において準用する場合を含む。）、第１５条第１項又

は第１６条第１項若しくは第２項の規定を遵守しない事業者 
（２） 前条に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした事業者 
（適用除外） 



第１９条 次に掲げる廃棄物処理施設の設置については、第６条、第１４条、第１５条（事

業計画書で定めた事項の変更に係る部分に限る。）及び第１６条第１項の規定を除き、こ

の要綱の規定は、適用しない。 
（１） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１１条第１項の規定により都市計画

に定められた廃棄物処理施設 
（２） 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５１条ただし書の規定による許可を

受けて設置する廃棄物処理施設 
（３） 廃棄物を排出する者が当該廃棄物を自ら処理するために設置する廃棄物処理施設

で町長が生活環境の保全上支障がないと認めるもの 
（４） 前３号に掲げるもののほか、町長が生活環境の保全上支障がないと認めるもの 
（雑則） 
第２０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
   附 則                                                     
 （施行期日）                                                   
１ この要綱は、平成２０年９月８日から施行する。                 
  （経過措置）                                                   
２  この要綱施行の際、許可申請のため現に設置の手続き等を進めている事業者がある場
合については、この要綱は適用しない。 

 



      廃棄物処理施設の立地に関する基準 
                                            
 （趣旨） 
第１条  この基準は、七飯町廃棄物処理施設設置に係る手続きに関する指導要綱（以下「指
導要綱」という。）第２条第１号ア及びイに規定する廃棄物処理施設の立地に関し、指導

要綱第５条の規定に基づき必要な事項を定める。 
（定義） 
第２条 この基準における用語の定義は、法令等に定めのあるもののほか指導要綱第２条

に定めるところによる。 
（立地区域） 
第３条  廃棄物処理施設の立地にあたっては、次に掲げる地域及び区域等を除いた位置に
選定しなければならない。 
（１） 次の施設に係る土地の敷地境界から、５００メートル以内の区域 
  ア 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する学校等 
    イ 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）に規定する教育活動に関する施設 
  ウ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する病院等 
    エ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に規定する事業の用に供する施設 
    オ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する施設 
    カ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に規定する施設 
  キ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に規定する施設 
  ク 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）に規定する施設 
  ケ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）に規定

する施設 
  コ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する施設 
  サ 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条第１項に規定する都市公園（都市

計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号の規定により定められた

準工業地域、工業地域及び工業専用地域内の公園及び緑地を除く。） 
    シ  都市計画法第１１条第１項第２号に規定する墓園 
    ス 都市計画法第３３条第１項第２号の規定により設置された公園、広場その他の公

共の用に供する空地 
（２） 都市計画法第８条第１項第１号の規定により定められた第一種低層住居専用地域、

第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域の地域内

及びその境界から１００メートル以内の区域 
（３） 都市計画法第３４条第１１号の規定により北海道条例で指定された区域内及びそ

の境界から１００メートル以内の区域 



（４） 都市計画法第８条第１項第２号の規定により定められた第２種特別工業地区の境

界から１００メートル以内の区域 
（５） 七飯準都市計画特定用途制限地域における建築物の用途の制限に関する条例（平

成２０年条例第２４号）に規定する住環境地区、沿道サービス地区内及びその境界

から１００メートル以内の区域 
（６） 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条第２項第１

号に規定する農用地区域（農業用施設用地を除く｡)及びその境界から５００メート
ル以内の区域 

（７） 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１項に規定する保安林  
（８） 水道水源等に影響を及ぼす恐れのある区域（集水区域及び集水区域の境界から５

００メートル以内の区域） 
（９） 自然公園法(昭和３２年法律第１６１号 )第１３条に規定する特別地域  
（１０）北海道自然環境等保全条例（昭和４８年北海道条例第６４号）第１４条の規定に

基づき指定した区域 
（１１）七飯町の区域界から原則として５００メートル以内の区域 
（１２）その他町長が公共の福祉に著しい影響を与えると認める区域 

附 則 
  この要綱は、平成２０年９月８日から施行する。      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第１号（第６条関係） 
 

事 業 計 画 書 
年  月  日 

 
七飯町長 様 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
住所                  
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
氏名                  

電話（   ）   －      
No 項     目 事       項 
１ 
 

廃棄物処理施設の設置の目的 
又は設置を必要とする理由 

 

２ 廃棄物処理施設の種類及び当
該施設において処理する廃棄

物の種類 

 

３ 廃棄物処理施設の設置場所  

４ 廃棄物処理施設の処理能力  

５ 廃棄物処理施設の処理方式、
構造及び設備の概要 

 

６ 生活環境保全のための措置及
びその結果期待される効果 

 

７ 事業を実施するにつき必要な
他の法令の許可等の種類 

 

８ その他の記載事項  

 



様式第２号（第７条関係） 
 

周 知 計 画 書 
年  月  日 

 
七飯町長 様 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
住所                  
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
氏名                  

電話（   ）   －      
項目 事項 
廃棄物処理施設の種類  

広告する区域  

広告の方法及び広告日  

縦覧場所  

 
 
広 告 及

び 縦 覧

に 関 す

る事項 

縦覧期間  

開催日時  

開催場所  

対象地域  

開催の周知方法  

 
説 明 会

に 関 す

る事項 

配布する書類及び図面  

説明会以外の周知方法  

その他の記載事項 
 



様式第３号（第１０条関係） 
 

意   見   書 
年  月  日 

 
           様 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
住所                  
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
氏名                  

電話（   ）   －      

事業者の氏名又は

名称 

 

廃棄物処理施設の

種類 
 事業の概要 

廃棄物処理施設の

設置場所 
 

 

地域における生活環境保

全上の見地からの意見 

 

 



様式第４号（第１１条関係） 
 

説明会等実施状況報告書 
年  月  日 

 
七飯町長 様 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
住所                  
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
氏名                  

電話（   ）   －      
項     目 事       項 

廃棄物処理施設の種類  
廃棄物処理施設の設置場所  

広告した地域  
広告の方法及び広告日  
縦覧場所  

広 告 及

び 縦 覧

に 関 す

る事項 縦覧期間  
開催日時  

開催場所  

対象地域  
参加した者の氏名及び

住所 
 

説 明 会

に 関 す

る事項 

経過及び概要  
説明会以外の周知方法を用いた場

合にあっては、その実施状況 
 

その他の記載事項 
 

添付書類 
 １ 説明会で配付した書類及び図面等 
 ２ 関係住民の意見に対する見解を記載した書類 
 ３ 広告した事実を証する書類 
 ４ 縦覧簿の写し 
 ５ その他必要な書類及び図面 



様式第５号（第１５条関係） 
 

事 業 計 画 変 更 届 
年  月  日 

 
七飯町長 様 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
住所                  
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
氏名                  

電話（   ）   －      
No 項    目 事      項 変 更

１ 廃棄物処理施設の種類  有・無

２ 廃棄物処理施設の設置場所  有・無

３ 事業者の住所  有・無

４ 事業者の氏名  有・無

５ 
廃棄物処理施設の設置の目的

又は設置を必要とする理由 
 有・無

６ 
廃棄物処理施設の種類及び当

該施設において処理する廃棄

物の種類 
 有・無

７ 廃棄物処理施設の設置場所  有・無

８ 
廃棄物処理施設の処理能力 

 有・無

９ 
廃棄物処理施設の処理方式、

構造及び設備の概要 
 有・無

10 
生活環境保全のための措置及

びその結果期待される効果 
 

有・無

11 
事業を実施するにつき必要な

他の法令の許可等の種類 
 

有・無

12 
生活環境影響調査に関する事

項 
 

有・無

13 その他の記載事項 
 

有・無



様式第６号（第１５条関係） 
 

周 知 計 画 変 更 届 
年  月  日 

 
七飯町長 様 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
住所                  
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
氏名                  

電話（   ）   －      
項     目 事      項 変 更

廃棄物処理施設の種類  有・無

広告した区域  有・無

広告の方法及び広告日  有・無

縦覧場所  有・無

広告及

び縦覧

に関す

る事項 

縦覧期間  有・無

開催日時  有・無

開催場所  有・無

対象地域  有・無

開催の周知方法  有・無

説明会

に関す

る事項 

配布する書類及び図面  有・無

説明会以外の周知方法  
有・無

その他の記載事項 
 

有・無



様式第７号（第１６条関係） 
 

事 業 計 画 廃 止 届 
年  月  日 

 
七飯町長 様 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
住所                  
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
氏名                  

電話（   ）   －      
 
 
 

 
廃止しようとする事

業計画の概要 

 

廃止の予定年月日 
 

廃止の理由 

 

 
 
 


